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証券コード 3157
2026年６月５日

（電子提供措置の開始日 2026年６月３日）
株 主 各 位

東 京 都 港 区 新 橋 六 丁 目 ３ 番 ４ 号
ジオリーブグループ株式会社

代表取締役社長 植 木 啓 之
第17回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、当社第17回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第17回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.geolive.co.jp/ir/library/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2026年６月24
日(水曜日)午後５時までに議決権を行使していただきたくお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋六丁目３番４号 当社８階会議室
3. 目的事項

報告事項 1. 第17期（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）事業報告の内容、連結計算書類

の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）計算書類の内容報告の件
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決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件
第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

◎お身体の不自由な株主様や障がいのある株主様で、筆談対応、車椅子のサポート、座席やお手洗いへの誘導等
をご希望される場合は、2026年6月22日月曜日までに、メールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス：somu-office@jtchd.jp
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご

検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます｡

■ 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使のお取り扱いについて
議決権行使書用紙において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

全員反対する
場合

全員賛成の
場合 「賛」の欄に○印 「否」の欄に○印

【第２号議案】

【第１・３・４・５・６号議案】

反対する場合賛成の場合 「賛」の欄に○印 「否」の欄に○印

一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号を
ご記入いただくか、「否」の欄に○印をし、賛成
する候補者の番号をご記入ください。

株主総会にご出席される場合

日時
2026年6月25日（木曜日）
午前10時

会場

東京都港区新橋六丁目3番4号 当社8階会議室
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出ください。

郵送で議決権を
ご行使される場合

同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示
いただき、ご返送ください｡

2026年6月24日（水曜日）
午後5時到着分まで

行使期限

インターネットで議決権を
ご行使される場合

議決権行使サイトで議案に
対する賛否をご入力いただ
き､ ご送信ください。

2026年6月24日（水曜日）
午後5時入力分まで

行使期限

議 案 第 2号
議 案

第 1号
議 案 ( )下の候補

者を除く

賛 賛

否 否

第 4号
議 案

賛

否

第 5号
議 案

賛

否

第 6号
議 案

賛

否

第 3号
議 案

賛

否

賛
否
表
示
欄

見本
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■ インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

※インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによるものを有効とし
て取り扱わせていただきます。

※インターネットにより複数回議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

https://www.web54.net
議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

1 1

2
2

3

4

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」を
入力

「次へ」を
クリック

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 午前9時～午後9時）
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当事業年度の業績等を勘案し、以下の
とおりといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金26円
総額345,064,148円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月26日
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第2号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期満了となります。つきましては、

グループ経営体制の更なる強化を図るため、１名増員し、取締役９名の選任をお願いする
ものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

１ 再 任 足
あ

立
だち

建一郎
けん いち ろう

代表取締役会長

２ 再 任 植
うえ

木
き

啓
ひろ

之
し

代表取締役社長 経営企画部、内部監査室担当

３ 再 任 岩
いわ

瀬
せ

裕
ひろ

道
みち

常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部担当

４ 再 任 今
いま

川
がわ

毅
つよし 取締役 財務経理部、審査法務部、内部統制室担当

兼 財務経理部長

5 新 任 鎌
かま

田
だ

隆
たかし

執行役員 社長特命事項担当

６ 新 任 黒
くろ

川
かわ

朝
とも

晴
はる

−

７ 再 任 佐
さ

藤
とう

誠
まこと

社外取締役

８ 再 任 定
さだ

金
かね

生
いく

馬
ま

社外取締役

９ 再 任 山
やま

上
がみ

圭
けい

子
こ

社外取締役

（注）当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契
約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上
の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担して
おりますが、各候補者が取締役に就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。なお、次回更新時には同様の内容で更新することを予定しております。
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１ あ だち けん いち ろう

足立建一郎 （1957年９月24日生） 再 任

所有する当社の株式の数
1,035,303株

取締役会への出席状況
13／13回（100％）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年４月 住友商事株式会社入社
1985年７月 株式会社ジューテック入社
1988年３月 同社取締役
1990年３月 同社常務取締役
1991年３月 同社代表取締役専務
1994年３月 同社代表取締役社長
2009年10月 当社代表取締役社長
2015年４月 株式会社ジューテック代表取締役会長（現任）
2022年６月 当社代表取締役会長（現任）

■選任の理由
足立建一郎氏は1994年以来株式会社ジューテックの代表取締役社長、2015
年から代表取締役会長、また2009年設立以来当社の代表取締役社長、2022
年から代表取締役会長を務めており、経営者として豊富な経験・実績・見識
を有しております。当社のグループ経営全般の管理・監督者として適任であ
ると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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２ うえ き ひろ し

植木 啓之 （1959年５月６日生） 再 任

所有する当社の株式の数
17,800株

取締役会への出席状況
13／13回（100％）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年４月 三井物産株式会社入社
2002年２月 三井住商建材株式会社出向 東京住宅資材部副部長
2003年８月 三井物産林業株式会社出向 経営企画部長
2005年３月 三井物産株式会社本店住宅・建材事業部建材事業推進室長
2008年６月 同社本店内部監査部次長
2012年６月 三井住商建材株式会社取締役常務執行役員 経営企画部長
2013年４月 同社取締役常務執行役員
2013年６月 同社代表取締役社長
2017年１月 ＳＭＢ建材株式会社代表取締役社長
2017年６月 同社代表取締役会長
2018年８月 三井物産株式会社 コンシューマービジネス本部 参与
2019年４月 当社入社 執行役員社長特命事項担当
2019年６月 当社代表取締役副社長

株式会社ジューテック取締役（現任）
2020年６月 当社代表取締役副社長経営企画部、グループ事業統括部、内部監査室担当
2021年４月 当社代表取締役副社長経営企画部、グループ事業統括部、内

部監査室、DX推進室担当
2022年６月 当社代表取締役社長経営企画部、内部監査室担当（現任）

■選任の理由
植木啓之氏は他社における会社経営の経験に加え、当社においては2019年
から代表取締役副社長、2022年から代表取締役社長を務めており、経営者
として豊富な経験・実績・見識を有しております。当社のグループ経営全般
の管理・監督者として適任であると判断し、引き続き取締役としての選任を
お願いするものであります。
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３ いわ せ ひろ みち

岩瀬 裕道 （1960年５月１日生） 再 任

所有する当社の株式の数
11,500株

取締役会への出席状況
13／13回（100％）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
2002年７月 同社近畿第一本部奈良支店奈良第二支社長
2011年８月 同社埼玉自動車営業第一部長
2016年４月 同社業務品質部専門部長（コンプライアンス）兼 東北業務

支援部参与
2018年４月 損害保険料率算出機構入社
2020年１月 当社入社 執行役員財務経理部、審査法務部、情報システム

部担当役員補佐
2020年６月 当社取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当

株式会社ジューテック取締役（現任）
2021年６月 当社常務取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当
2022年４月 当社常務取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部、

デジタルサービス部担当
2022年６月 当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、デジ

タルサービス部、DX推進室担当
2023年４月 当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、DX推

進室、総務部、人事部担当 兼 グループ事業統括部長
2023年７月 当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、DX推

進室担当
2024年 8 月 当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、DX推

進室担当 兼 情報システム部長
2024年11月 当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、DX推

進室担当 兼 グループ事業統括部長 兼 情報システム部長
2025年 4 月 当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、DX推

進室担当
2026年６月 当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部担当（現任）

■選任の理由
岩瀬裕道氏は保険分野における豊富な経験と見識を有していることから、当
社グループの更なるリスク管理やコンプライアンスの強化に貢献していただ
くため、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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４ いま がわ つよし

今川 毅 （1961年４月24日生） 再 任

所有する当社の株式の数
3,600株

取締役会への出席状況
13／13回（100％）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月 三井物産株式会社入社
2003年５月 同社金融市場本部 市場資金部為替市場室長
2006年４月 同社総合資金部 資本市場・M&A 支援室長
2008年５月 同社総合資金部 コーポレートファイナンス室長
2011年５月 同社経営企画部 ポートフォリオ管理室長
2013年４月 同社ニューヨーク本店 SVP & CFO
2015年４月 同社フィナンシャルマネジメント第三部長
2018年４月 同社理事フィナンシャルマネジメント第三部長
2020年６月 三井石油開発株式会社出向 取締役執行役員 CFO
2021年７月 当社入社 理事財務経理部長
2022年６月 当社取締役財務経理部、審査法務部担当 兼 財務経理部長

株式会社ジューテック取締役（現任）
2023年４月 当社取締役財務経理部、審査法務部、内部統制室担当 兼 財

務経理部長（現任）
■選任の理由
今川毅氏は他社におけるCFO等の経験があり、金融や財務会計、M&A分野
における豊富な経験と見識を有していることから、当社グループの財務面の
体制強化や財務戦略の推進に貢献していただくため、引き続き取締役として
の選任をお願いするものであります。
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５ かま だ たかし

鎌田 隆 （1963年７月23日生） 新 任

所有する当社の株式の数
0株

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年４月 住友林業株式会社入社
2014年４月 同社木材建材事業本部 九州支店長
2017年１月 同社木材建材事業本部 大阪営業部長
2021年１月 同社木材建材事業本部 東京営業部長
2021年３月 同社理事木材建材事業本部 東京営業部長
2023年１月 同社理事木材建材事業本部 副本部長 兼 東京営業部長
2024年１月 同社理事木材建材事業本部 副本部長
2025年11月 同社理事（現任）

当社出向 執行役員社長特命事項担当（現任）
■選任の理由
鎌田隆氏は、住友林業株式会社において事業部長や事業副本部長を歴任さ
れ、同氏が保有する当業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に
活かすとともに、同社との業務提携をより強固なものにしていくため、取締
役として選任をお願いするものであります。

６ くろ かわ とも はる

黒川 朝晴 （1965年２月27日生） 新 任

所有する当社の株式の数
4,300株

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 三井物産株式会社入社
2014年10月 同社事業統括部 投資総括室長
2017年２月 同社コンシューマービジネス本部 生活事業開発部長
2019年４月 同社パフォーマンスマテリアルズ本部 住生活マテリアル事

業部長
2021年５月 SMB建材株式会社出向 代表取締役社長執行役員
2025年７月 株式会社ジューテック代表取締役副社長
2026年４月 同社代表取締役社長（現任）

■選任の理由
黒川朝晴氏は他社における会社経営の経験に加え、株式会社ジューテックに
おいては2025年の代表取締役副社長就任を経て2026年４月から代表取締役
社長を務めております。これらの豊富な経験・実績・見識を当社グループの
経営に活かしていただくため、取締役としての選任をお願いするものであり
ます。
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７ さ とう まこと

佐藤 誠 （1948年８月５日生） 再 任 社 外

所有する当社の株式の数
4,350株

取締役会への出席状況
13／13回（100％）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1972年４月 住友商事株式会社入社
2002年４月 同社理事自動車事業本部長
2003年４月 同社執行役員自動車事業本部長
2006年４月 同社常務執行役員自動車事業第一本部長
2009年４月 同社顧問
2009年６月 住友三井オートサービス株式会社 代表取締役社長最高経営責任者
2010年６月 ＳＭＡサポート株式会社 代表取締役社長
2013年６月 住友三井オートサービス株式会社 特別顧問
2014年６月 当社取締役（現任）
2019年３月 株式会社ベルパーク 社外監査役（現任）

（重要な兼職）
株式会社ベルパーク 社外監査役

■選任理由及び期待される役割の概要並びに就任年数
佐藤誠氏は他社において会社経営に携わられ、企業経営者としての豊富な経
験・実績・知識を有していることから選任をお願いするものであります。ま
た同氏には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役
会において的確な助言及び提言をいただくことを期待しており、グループ経
営体制の強化等当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと
判断しております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結
の時をもって12年であります。

（注）1．佐藤誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．佐藤誠氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生

じるおそれのない独立役員として届け出ております。
3．佐藤誠氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員ではなく、また過去10年間に当社の特

定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこともありません。
4．佐藤誠氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、ま

た過去２年間に受けていたこともありません。
5．佐藤誠氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族

その他これに準ずるものではありません。
6．社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、佐藤誠氏との間において、会社法第423条第１項に
定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、法令で定め
る賠償額を上限とする責任限定契約を締結しております。佐藤誠氏の再任が承認された場合、当社は
佐藤誠氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
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８ さだ かね いく ま

定金 生馬 （1951年１月19日生） 再 任 社 外

所有する当社の株式の数
4,000株

取締役会への出席状況
13／13回（100％）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1975年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI）入社
1982年８月 IHI Marine B.V.（IHIオランダ法人）出向 Commercial Manager
1987年２月 東亜林業株式会社入社 常務取締役
1992年10月 マックグレゴー・グループ入社 マーケティングマネージャー
1993年１月 同社日本法人マックグレゴー・ジャパン 代表取締役社長
2004年３月 カヤバ・マックグレゴー株式会社 代表取締役社長
2010年５月 カーゴテック・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2014年７月 マックグレゴー・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2016年６月 当社取締役（現任）

■選任理由及び期待される役割の概要並びに就任年数
定金生馬氏は他社において会社経営に携わられ、企業経営者としての豊富な
経験・実績・知識を有していることから選任をお願いするものであります。
また同氏には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締
役会において的確な助言・提言をいただくことを期待しており、グループ経
営体制の強化等当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと
判断しております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結
の時をもって10年であります。

（注）1．定金生馬氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．定金生馬氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が

生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
3．定金生馬氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員ではなく、また過去10年間に当社の

特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこともありません。
4．定金生馬氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、

また過去２年間に受けていたこともありません。
5．定金生馬氏は、当社の特定関係事業者の使用人の三親等以内の親族であります。
6．社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、定金生馬氏との間において、会社法第423条第１項
に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、法令で定
める賠償額を上限とする責任限定契約を締結しております。定金生馬氏の再任が承認された場合、当
社は定金生馬氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
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9 やま がみ けい こ

山上 圭子 （1961年３月22日生） 再 任 社 外

所有する当社の株式の数
0株

取締役会への出席状況
13／13回（100％)

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 横浜地方検察庁 検事
2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官
2005年１月 同省 刑事局 参事官
2005年８月 最高検察庁 検事
2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長
2008年７月 同庁 公判部副部長
2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長
2010年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任）
2017年６月 アステラス製薬株式会社 社外取締役
2019年６月 デンヨー株式会社 社外監査役
2021年６月 当社取締役（現任）

デンヨー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
2024年３月 キヤノン電子株式会社 社外取締役
2026年４月 同社顧問（現任）

（重要な兼職）
東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士
デンヨー株式会社 社外取締役 監査等委員

■選任理由及び期待される役割の概要並びに就任年数
山上圭子氏は最高検察庁検事等の要職を歴任後、弁護士として企業法務に携
わっており、法律に関する豊富な専門知識と経験を有していることから、当
社の経営に関し有用な助言等をいただくことにより、当社グループの発展に
貢献していただけることを期待し選任をお願いするものであります。また、
業務執行担当者として会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由
から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しておりま
す。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５
年であります。

（注）1．山上圭子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．山上圭子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が

生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
3．山上圭子氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員ではなく、また過去10年間に当社の

特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこともありません。
4．山上圭子氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、

また過去２年間に受けていたこともありません。
5．山上圭子氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親

族その他これに準ずるものではありません。
6．社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、山上圭子氏との間において、会社法第423条第１項
に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、法令で定
める賠償額を上限とする責任限定契約を締結しております。山上圭子氏の再任が承認された場合、当
社は山上圭子氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
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＜ご参考＞スキル・マトリックス
第２号議案が原案どおり承認可決されますと、各取締役が有する主要な経験及び専門性は以

下のとおりとなります。

氏名 企業経営
業界経験・
専門性

サステナビ
リティ経営

思考
財務・会計 Ｍ＆Ａ

人材マネジ
メント

法務・コン
プライアン

ス

グローバル
経験・国際

性

足 立 建一郎 ● ● ● ●

植 木 啓 之 ● ● ● ●

岩 瀬 裕 道 ● ● ● ●

今 川 毅 ● ● ● ●

鎌 田 隆 ● ● ● ●

黒 川 朝 晴 ● ● ● ●

佐 藤 誠 ● ● ● ●

定 金 生 馬 ● ● ● ●

山 上 圭 子 ● ● ● ●

（注）本表は各取締役が有するスキルを４つまで記載しており、全てのスキルを表すものではありません。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査体制の強化及び充実を図るため、監査役1名の増員をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

かく もと とし お

角元 俊雄 （1964年４月７日生） 新 任 社 外

所有する当社の株式の数
0株

■略歴及び重要な兼職の状況
1988年４月 住友林業株式会社入社
2012年10月 同社秘書室長
2015年４月 住友林業オーストラリア社長 兼 Alpine Industries取締役
2017年４月 住友林業株式会社総務部長
2020年６月 同社理事総務部長
2023年１月 同社理事内部監査担当役員付
2023年３月 同社常勤監査役（現任）

（重要な兼職）
住友林業株式会社 常勤監査役
日本監査役協会 監査法規委員会委員

■選任の理由
角元俊雄氏が住友林業株式会社において培った企業経営やガバナンスに関す
る豊富な経験と専門的な知見を、当社の監査体制強化に活かしていただくた
め、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。

（注）1．角元俊雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．角元俊雄氏は、社外監査役候補者であります。
3．角元俊雄氏は現在、住友林業株式会社の常勤監査役を務めております。同社は当社の議決権を2026

年３月31日現在30.4％保有する主要株主（その他の関係会社）であり、当社と同社との間には資本
業務提携に基づく取引関係があり、また、当社子会社の主要な取引先であることから、当社の特定関
係事業者に該当いたします。

4．角元俊雄氏は、上記3.に記載の取引関係があるため、東京証券取引所の規定に基づき、独立役員とし
ての要件を満たさないものと判断し、独立役員として届け出る予定はございません。

5．社外監査役候補者との責任限定契約について
当社は、角元俊雄氏の選任が承認された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423
条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、
法令で定める賠償額を上限とする責任限定契約を締結する予定であります。

6．当社は、全ての監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契
約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上
の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担して
おりますが、角元俊雄氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。なお、次回更新時には同様の内容で更新することを予定しております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の

選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意の上取締役会の決

議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

やま だ ひろ やす

山田 紘靖 （1980年３月19日生）

所有する当社の株式の数
0株

■略歴及び重要な兼職の状況
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2021年１月 山田紘靖公認会計士事務所 開設（現任）
2022年８月 税理士法人室賀山田会計 設立 社員税理士（現任）

（重要な兼職）
山田紘靖公認会計士事務所 所長
税理士法人室賀山田会計 社員税理士
■選任の理由
公認会計士としての豊富な知識と経験に加えて、大手監査法人で金融機関や
建設業の監査を経験されており、客観的かつ公正な立場で社外監査役として
の職務を適切に遂行いただけると判断し、その選任をお願いするものであり
ます。

（注）1．山田紘靖氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．山田紘靖氏は補欠の社外監査役候補者であり、就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として届け出る予定であります。
3．山田紘靖氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員ではなく、また過去10年間に当社の

特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこともありません。
4．山田紘靖氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、

また過去２年間に受けていたこともありません。
5．山田紘靖氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親

族その他これに準ずるものではありません。
6．当社は、山田紘靖氏が監査役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423

条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、
法令で定める賠償額を上限とする責任限定契約を締結する予定であります。

7．当社は、全ての監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契
約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上
の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担して
おりますが、山田紘靖氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。
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第５号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件
当社は2026年５月25日開催の取締役会において、本定時株主総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。
これに伴い、現在、在任中の取締役７名及び監査役４名に対し、それぞれの就任時から

本定時株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従
い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役については取締役

会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
打切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

足
あ

立
だち

建一郎
けんいちろう 2009年10月

2022年６月
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長 現在に至る

植
うえ

木
き

啓
ひろ

之
し 2019年６月

2022年６月
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長 現在に至る

岩
いわ

瀬
せ

裕
ひろ

道
みち 2020年６月

2021年６月
当社取締役
当社常務取締役 現在に至る

今
いま

川
がわ

毅
つよし

2022年６月 当社取締役 現在に至る

佐
さ

藤
とう

誠
まこと

2014年６月 当社社外取締役 現在に至る

定
さだ

金
かね

生
いく

馬
ま

2016年６月 当社社外取締役 現在に至る

山
やま

上
がみ

圭
けい

子
こ

2021年６月 当社社外取締役 現在に至る

黒
くろ

澤
さわ

隆
たか

雄
お

2023年６月 当社常勤監査役 現在に至る

後
ご

藤
とう

昌
まさ

也
や

2025年６月 当社常勤監査役 現在に至る

沖
おき

廣
ひろ

克
かつ

也
や

2025年６月 当社社外常勤監査役 現在に至る

植
うえ

松
まつ

則
のり

行
ゆき

2025年６月 当社社外非常勤監査役 現在に至る
なお、退任取締役に対する退職慰労金は、本招集ご通知30頁に記載の当社取締役会が

決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。
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第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬限度額は、2022年６月28日開催の第13回定時株主総会において年

額300百万円以内（うち社外取締役分は年額25百万円）とご承認いただいておりますが、
今般、当社の取締役に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与
するとともに、取締役と当社の株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
当社の取締役（社外取締役を含む。以下「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付
株式の付与のための報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することにつき、ご承
認をお願いしたいと存じます。
なお、第２号議案が原案通り承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は７名（う

ち、社外取締役は３名）となります。

本制度では、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、①取締役の職務執行の対価と
して、募集株式の引換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式（譲渡制限付
株式）の発行もしくは処分を受け（以下「無償交付方式」といいます。）、または、②当社か
ら報酬として支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として付与し、当社の普通株式
（譲渡制限付株式）の発行もしくは処分を受けるものとします（以下「現物出資方式」とい
います。）。
本制度に基づき、無償交付方式または現物出資方式により発行または処分される当社の普

通株式の総数は年6万5,000株以内（うち社外取締役分は年5,000株以内）（ただし、本議案
が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含み
ます。）または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分される
当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調
整します。）とします。また、本制度に基づき、無償交付方式及び現物出資方式により発行
または処分される当社の普通株式の総額は、上述のとおり、現行の取締役の金銭報酬枠とは
別枠で、無償交付方式及び現物出資方式をあわせて、年額75百万円以内（うち社外取締役
分は年額6.5百万円以内）といたします（なお、①無償交付方式による場合、譲渡制限付株
式の付与に際して金銭の払込みは要しないものの、対象取締役の報酬額は、１株につき譲渡
制限付株式付与に係る各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株
式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎と
して算出します。また、②現物出資方式による場合、その１株あたりの払込金額は、譲渡制
限付株式付与に係る各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当会社の
普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を
基礎として本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会に
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おいて決定する金額とします。）。そして、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につ
いては、当社の取締役会の任意の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外取締役で構成す
る指名・報酬委員会の審議・答申を経た上で、取締役会において決定することといたしま
す。
本制度に基づき当社の普通株式を発行または処分するに当たっては、当社と対象取締役と

の間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいま
す。）を締結するものとします。

(1) 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」
という。）の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日ま
での期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当株式について、譲渡、担保権の設定
その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

(2) 対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」という。）が
満了する前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失した
場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式
を当然に無償で取得する。

(3) 当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、上記(2)に定める地位にあった
ことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって
譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当
と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定めるいずれの地位も喪
失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、
必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除
されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会
（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合において
は、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に
定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解
除する。
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(6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除さ
れた直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取
得する。

(7) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で
定める事項を本割当契約の内容とする。

なお、当社は、取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めておりますが、本議案をご承認
いただくことを条件に、当該方針を本議案に沿う内容に変更することを予定しております。
変更後の当該方針の内容は、後述に記載のとおりです。また、上述のとおり、本割当株式の
払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であること及び本議案につ
いては、手続の公正・透明性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指
名・報酬委員会の審議・答申を経ていることから、本割当株式の付与は相当なものであると
判断しております。

（ご参考）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定後概要
当社は、取締役の個人別の報酬等の額について、世間水準及び対従業員給与とのバランス

を考慮し、また持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主との価値共有を
進めることを勘案した報酬体系を構築すべく、当社の決定方針を取締役会において決議して
おります。
取締役の報酬は、金銭報酬として、毎月定額を支給する「基本報酬」及び役員賞与として

年に一度支給する「業績連動報酬等」があります。また、非金銭報酬等として、年に一度
「譲渡制限付株式報酬」を付与することとしております。その付与数の算出方法については、
役位に応じた基準を別途規定しており、株式数の算定基礎は当社の自己株式処分取締役会決
議の日の直前取引日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が
成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）としております。
なお、各報酬の割合については、特段定めないものとしております。

個人別の報酬等のうち、役員賞与として支給する業績連動報酬等に関しては、その総額を
連結営業利益額の５％以内としており、その算出方法は、基本報酬に従業員の基本給に対す
る年間賞与支給率を乗じて算出された額を基準に支給しております。指標として連結営業利
益を選定した理由は、当社グループは営業利益を主要な業績指標としていることに加え、各
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取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高いと判断したためであ
ります。当期の連結営業利益については、連結損益計算書に記載のとおりであります。な
お、社外取締役については、その職責に照らし、業績連動報酬等は支給いたしません。

個人別の報酬等の決定については、事前に過半数が独立社外取締役で構成される指名・報
酬委員会の意見を得た上で取り纏めた内規に従い、取締役会がその具体的内容を決定してお
り、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

（ご参考）当社子会社取締役への譲渡制限付株式の付与について
当社は、本議案が承認されることを条件に、当社子会社の取締役に対しても、上記譲渡制

限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。

以 上
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事 業 報 告
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

1． 企業集団の現況に関する事項
（1） 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、継続的な賃上げによる所得環境並びに雇用環境の
改善等を背景に景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、金利上昇傾向
の常態化、長期化する地政学リスクのほか、米国政権の政策動向による世界経済への影響
等、先行き不透明な状況が続く中での推移となりました。
当住宅関連業界におきましては、2025年４月に施行された建築基準法及び建築物省エネ

法改正に伴う駆け込み需要の反動減が期初より生じた影響等から、当連結会計年度の新設住
宅着工戸数は前期比12.9％減、そのうち持ち家は前期比12.6％減となりました。また、慢
性的な人手不足に伴う労務費や建築資材の値上げの影響から新築の住宅やマンションの価格
上昇傾向が継続していることに加え、住宅ローン金利の本格的な上昇が消費者の住まいに対
する投資マインドを足踏みさせる要因となり、経営環境は予断を許さない状況での推移とな
りました。
このような環境の中、当社グループは引き続きサステナビリティへの取組みとしてエネル

ギー関連商材や認証材の拡販、非住宅木構造分野への取組み強化に加え、マンション買取再
販事業者への販売強化やプライベートブランド商品の拡販等の営業方針を維持する一方で、
業務効率化や働き方改革を推進し、収益体質の更なる改善に努めてまいりました。
また、更なる企業価値向上及び木材建材流通業界の持続的成長に向け、2025年８月に住

友林業株式会社と資本業務提携契約を締結いたしました。その一環として、2026年１月５
日付で同社子会社であった株式会社井桁藤及びスミリンサッシセンター株式会社の全株式を
取得し、事業基盤の強化を図りました。そのほか、当社グループの住宅請負事業を担うジュ
ーテックホーム株式会社のメインブランド「ウェルダンノーブルハウス」が、「業界トップ
クラス」の居住性能を評価され、省エネルギー性能の優れた住宅に対して表彰される「ハウ
ス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」を12年連続で受賞いたしました。
以上の結果、売上高が185,754百万円（前連結会計年度比5.5％増）、営業利益が2,115百

万円（前連結会計年度比16.3％増）、経常利益が3,025百万円（前連結会計年度比13.0％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益が2,136百万円（前連結会計年度比42.0％増）とな
りました。
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（2） 今後の見通しと対処すべき課題
今後のわが国経済につきましては、引き続き所得環境及び雇用環境の改善等を背景に景気

は緩やかな回復基調で推移していくことが期待されます。一方で、中東情勢を中心とした地
政学リスクは非常に高い水準にあり、エネルギー資源や各種原材料の価格急騰、世界的なサ
プライチェーンの分断が懸念されております。そのほか、米国の通商政策をはじめとする政
策動向など、先行き不透明な状況は続くと想定されます。
当住宅関連業界につきましては、中東情勢の悪化に伴い石油をはじめとした原材料の需給

バランスが崩れたことによる欠品や納期遅延が、多くの建築資材において表面化してきてお
り、更なる建築コストの高騰や工期の長期化が懸念されております。加えて、働き方改革関
連法や改正物流効率化法の相次ぐ施行等による物流コストの上昇や効率化への対応が当業界
へも影響を及ぼしており、業界全体として予断を許さない経営環境が続くと想定されます。
このような環境の中で当社グループは、2030年度を最終年度とする新たな中期経営計画

を掲げ、最適な事業ポートフォリオの構築とサステナビリティ経営や人的資本経営の強化を
図り、更なる企業価値の向上を図ってまいります。また、資本業務提携先である住友林業株
式会社との協業も推進し、強靭な事業基盤の構築に努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、何卒今後ともより一層のご支援ご協力を賜りますようお願

い申しあげます。

（3） 設備投資等の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は764百万円であり、その主なもの

は、事務所・倉庫の改修並びに基幹システム等の更新、機能強化等であります。

（4） 資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、長期借入れにより1,500百万円を資金調達した一方で、

長期借入金の返済が3,442百万円ありました。
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（5） 財産及び損益の状況の推移

区 分 2022年度
第14期

2023年度
第15期

2024年度
第16期

（当連結会計年度）
2025年度
第17期

百万円 百万円 百万円 百万円
売 上 高 182,768 166,321 176,115 185,754

百万円 百万円 百万円 百万円
経 常 利 益 4,354 3,932 2,676 3,025

百万円 百万円 百万円 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 2,978 2,489 1,505 2,136

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
１株当たり当期純利益 224.44 187.57 113.42 161.02

百万円 百万円 百万円 百万円
総 資 産 78,446 76,178 89,377 95,956

百万円 百万円 百万円 百万円
純 資 産 20,599 22,422 23,206 24,998

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
１ 株 当 た り 純 資 産 1,552.08 1,689.46 1,743.00 1,877.85
(注)１.１株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

２.第17期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第16期に係る各数値につい
ては、暫定的な会計処理の確定を反映させております。
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（6） 重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況及び取引に関する事項

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

株式会社ジューテック 850百万円 100.0％ 住宅総合資材及び工業用資材の販売並びに施
工付販売

株式会社グリーンハウザー 158百万円 100.0％
住宅関連諸資材総合販売
（木材製品、建材、住宅機器、サッシの販売及び
木造住宅の建築請負工事全般と内外請負工事等）

株 式 会 社 井 桁 藤 150百万円 100.0％ 外装材を中心とした住宅関連諸資材の販売

ひらいホールディングス株式会社 100百万円 100.0％ 不動産事業や太陽光発電事業のほか、傘下グ
ループ会社の経営管理等

株 式 会 社 ひ ら い 98百万円 100.0％
住宅関連諸資材販売及び建築請負等
（木材プレカット加工、各種建築資材の販売、
戸建住宅請負及び非住宅木造建築事業等）

ジューテックホーム株式会社 85百万円 100.0％ 住宅の建築工事請負及びリフォーム等

当連結会計年度において、2025年４月１日付で株式会社ジューテックが株式会社オオ
タ陸運（並びに同社の完全子会社１社）の株式を取得し、完全子会社といたしました。ま
た、当社は2026年１月５日付で株式会社井桁藤及びスミリンサッシセンター株式会社
（並びに同社の完全子会社２社）の株式を取得し、当社の完全子会社といたしました。以
上により、当社の連結子会社は上記の重要な子会社６社を含め合計24社となっておりま
す。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
会 社 名 住 所 帳簿価額の

合計額
当社の
総資産額

株式会社ジューテック 東京都港区新橋六丁目３番４号 4,053百万円 18,762百万円
ひらいホールディングス株式会社 千葉県市原市姉崎700−９ 5,381百万円 18,762百万円

（7） 主要な事業内容
当社グループは、主たる業務として合板、建材、住宅設備機器及びDIY商品の国内におけ

る卸売を行っているほか、住宅建築請負やリフォーム・工事事業、一般運送業、情報システ
ムの賃貸、不動産事業等を営んでおります。
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（8） 主要な事業所等
① 当 社

本 社 東京都港区新橋六丁目３番４号
② 重要な子会社

（株式会社ジューテック）
本 社 東京都港区新橋六丁目３番４号
事業所 全国35ヵ所

（9） 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
1,870名 359名増

(注)1.従業員数は、臨時従業員（嘱託・臨時・契約社員）の人数（344名）を除いて記載しております。
2.当連結会計年度において、株式会社オオタ陸運、株式会社井桁藤及びスミリンサッシセンター株式
会社の株式を取得し子会社といたしました。これにより、従業員数は大幅に増加いたしました。

② 当社の従業員の状況
従業員数 平均年齢 平均勤続年数
91名 41.8才 11.2年

(注)1.従業員数は、臨時従業員（嘱託・臨時・契約社員）の人数（16名）を除いて記載しております。
2.平均勤続年数は、株式会社ジューテックにおける勤続年数を通算しております。

（10） 主要な借入先（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,644
株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,641
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,184
株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,128
株 式 会 社 り そ な 銀 行 751

（11） その他会社の現況に関する重要な事項
2025年８月29日付にて住友林業株式会社と資本業務提携を行い、同社が、当社の発行済

株式総数の27.2％を保有する株式会社ベニア商会を完全子会社といたしました。その結果、
同社は間接保有株式を含め当社の発行済株式総数の30.3％を保有することとなり、当社は
同社の持分法適用会社となりました。なお、2026年４月８日付で公衆の縦覧に供されてい
る大量保有報告書（変更報告書）において、住友林業株式会社は株式会社ベニア商会が保有
する当社株式の全部を現物配当により取得した旨の記載があります。
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2． 会社の株式に関する事項
（1） 発行可能株式総数 47,000,000株
（2） 発行済株式総数 13,271,698株（自己株式495,354株を除く）
（3） 株 主 数 13,285名
（4） 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

株 式 会 社 ベ ニ ア 商 会 3,608 27.2
足 立 建 一 郎 1,035 7.8
ジ オ リ ー ブ グ ル ー プ 社 員 持 株 会 807 6.1
梅 崎 紀 枝 518 3.9
Ｄ Ａ Ｉ Ｋ Ｅ Ｎ 株 式 会 社 429 3.2
株 式 会 社 ユ ー エ ム 興 産 424 3.2
住 友 林 業 株 式 会 社 412 3.1
伊 藤 忠 建 材 株 式 会 社 406 3.1
梅 崎 興 司 327 2.5
Ｓ Ｍ Ｂ 建 材 株 式 会 社 302 2.3

(注)１.当社は、自己株式495,354株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率
は自己株式を控除して計算しております。

２.上記大株主の状況は、当事業年度末現在の株主名簿上の記載に基づいております。なお、2026年４月８
日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、住友林業株式会社は株式会社
ベニア商会が保有する当社株式の全部を現物配当により取得した旨の記載があります。しかしながら、当
事業年度末の翌日以降における株式の移動状況については、当社として実質的な所有株式数を確認するこ
とができないため、上記には反映しておりません。
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3． 会社役員に関する事項
（1） 取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長 足 立 建一郎 株式会社ジューテック代表取締役会長
代表取締役社長 植 木 啓 之 経営企画部、内部監査室担当

株式会社ジューテック取締役
常 務 取 締 役 岩 瀬 裕 道 グループ事業統括部、情報システム部、ＤＸ推進室担当

株式会社ジューテック取締役
取 締 役 今 川 毅 財務経理部、審査法務部、内部統制室担当 兼 財務経理部長

株式会社ジューテック取締役
取 締 役 花 上 稔 株式会社ジューテック代表取締役社長
取 締 役 佐 藤 誠 株式会社ベルパーク社外監査役
取 締 役 定 金 生 馬
取 締 役 山 上 圭 子 東京靖和綜合法律事務所客員弁護士

デンヨー株式会社社外取締役監査等委員
キヤノン電子株式会社社外取締役

監査役（常勤） 黒 澤 隆 雄 株式会社ジューテック常勤監査役
監査役（常勤） 後 藤 昌 也 株式会社ジューテック常勤監査役
監査役（常勤） 沖 廣 克 也 株式会社ジューテック常勤監査役
監 査 役 植 松 則 行 植松公認会計士事務所所長

有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役
サイボウズ株式会社社外監査役
富士電機株式会社社外監査役

(注)1.取締役佐藤誠氏、定金生馬氏及び山上圭子氏の３名は、社外取締役であります。
2.監査役沖廣克也氏及び植松則行氏の２名は、社外監査役であります。
3.監査役植松則行氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
ものであります。

4.社外取締役佐藤誠氏、定金生馬氏、山上圭子氏及び社外監査役沖廣克也氏、植松則行氏の５名を、東京
証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5.社外取締役山上圭子氏はキヤノン電子株式会社社外取締役を2026年４月23日に退任いたしました。
6.当社は執行役員制度を導入しており、2026年４月１日現在の執行役員は次のとおりであります。

氏 名 担 当
木 村 正 人 株式会社イワベニ代表取締役社長
大 谷 茂 株式会社グリーンハウザー代表取締役社長
畠 山 暁 経営企画部長
窪 田 幸 久 ジオフィット株式会社代表取締役社長
伊 藤 雅 洋 グループ事業統括部長
鎌 田 隆 社長特命事項担当
上 野 浩 株式会社井桁藤代表取締役副社長
高 橋 浩 志 人事部、総務部担当

7.監査役北川博之氏及び高橋龍徳氏の２名は、2025年６月26日開催の第16回定時株主総会終結の時をも
って任期満了により退任いたしました。
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（2） 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額

としております。

（3） 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び全ての子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とした役員等賠

償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約の内容の概要は、以下のと
おりであります。
・被保険者が負担することとなった法律上の損害賠償金や争訟費用等を補填の対象としてお
ります。

・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者に
よる犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としております。

・当該契約の保険料は全額当社が負担しております。

（4） 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の額について、世間水準及び対従業員給与とのバラン
スを考慮し、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、その役位、職責、在籍年
数等に応じて決定する方針とすることを取締役会において決議しております。
取締役の報酬は、定額報酬として毎月支給する「基本報酬」、退任後に支給する「役員

退職慰労金」、及び役員賞与として年に一度支給する「業績連動報酬等」により構成され、
各割合については、特段定めないものとしております。また、全て金銭による報酬として
おります。
個人別の報酬等のうち、役員賞与として支給する業績連動報酬等に関しては、その総額

を連結営業利益額の５％以内としており、その算出方法は、基本報酬に従業員の基本給に
対する年間賞与支給率を乗じて算出された額を基準に支給しております。指標として連結
営業利益を選定した理由は、当社グループは営業利益を主要な業績指標としていることに
加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高いと判断し
たためであります。当期の連結営業利益については、連結損益計算書に記載のとおりであ
ります。なお、社外取締役については、その職責に照らし、業績連動報酬等は支給いたし
ません。
個人別の報酬等の決定については、事前に過半数が独立社外取締役で構成される指名・

報酬委員会の意見を得た上で取り纏めた内規に従い、取締役会がその具体的内容を決定し
ており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
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② 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬に関する方針は、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬

は、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみとしており、株
主総会で承認された報酬総額の限度内において、監査役の協議により個別の報酬額を決定
しております。

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額（役員退職慰労金を除く）は、2022年６月28日開催の第13回

定時株主総会において年額300百万円以内（うち社外取締役25百万円以内）と決議され
ております（使用人兼務取締役の使用人給与相当額を含まない）。当該定時株主総会終結
時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役３名）です。
監査役の金銭報酬の額（役員退職慰労金を除く）は、2025年６月26日開催の第16回

定時株主総会において年額65百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時
点の監査役の員数は４名です。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等

（賞与）
役員退職慰労
引当金繰入額

取締役
(うち社外取締役) 280（21） 138（18） 102（−） 39（3） 8（3）

監査役
(うち社外監査役) 50（21） 45（19） −（−） 5（2） 6（4）

(注)1.当事業年度末現在の人員は、取締役８名（うち社外取締役３名）、監査役４名（うち社外監査役２
名）であります。

2.社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。

（5） 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役佐藤誠氏は、株式会社ベルパークの社外監査役を兼職しておりますが、当社
と当該会社との間に取引関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、東京靖和綜合法律事務所客員弁護士、デンヨー株式会社の社

外取締役監査等委員及びキヤノン電子株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社
と当該事務所及び会社との間に取引関係はありません。
社外監査役沖廣克也氏は株式会社ジューテックの常勤監査役であります。なお、同社は

当社の100％子会社であります。
社外監査役植松則行氏は、植松公認会計士事務所の所長、有限会社エス・ユー・コンサ

ルタントの代表取締役、サイボウズ株式会社の社外監査役及び富士電機株式会社の社外監
査役を兼職しておりますが、当社と当該事務所及び会社との間に取引関係はありません。
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② 主要取引先等特定関係事業者との関係
社外取締役定金生馬氏は当社の子会社である株式会社ジューテックの使用人の三親等以

内の親族であります。

③ 当事業年度における主な活動状況
役職及び氏名 出席回数（出席率） 主な発言状況等

取締役 佐藤 誠 取締役会13／13回（100％）

事業会社経営における幅広い知識と豊富な経験から、当社
の経営上有用な助言及び提言を適宜行っております。
（期待される役割に関して行った職務の概要）
取締役会において、主に当社子会社の取締役の執行報告等
に対し、課題の明確化や課題解決の手段等についての有用
な助言をしたほか、事業運営におけるリスクや取締役の意
見に対する評価等を適宜発言し、当社経営のガバナンス向
上に資する役割を果たしております。
また、任意の指名・報酬委員会の委員も務めております。

取締役 定金 生馬 取締役会13／13回（100％）

事業会社経営における幅広い知識と豊富な経験から、当社
の経営上有用な助言及び提言を適宜行っております。
（期待される役割に関して行った職務の概要）
取締役会において、主に当社子会社の取締役の執行報告等
に対し、課題の明確化や課題解決の手段等についての有用
な助言をしたほか、事業運営におけるリスクや取締役の意
見に対する評価等を適宜発言し、当社経営のガバナンス向
上に資する役割を果たしております。
また、任意の指名・報酬委員会の委員も務めております。

取締役 山上 圭子 取締役会13／13回（100％）

主に弁護士としての専門性と豊富な経験に基づき、当社の
経営上有用な助言及び提言を適宜行っております。
（期待される役割に関して行った職務の概要）
取締役会において、主に当社子会社の取締役の執行報告等
に対し、企業法務に精通した弁護士として、客観的・専門
的な視点からリスクの指摘や改善策の提案等を行い、当社
経営のガバナンス向上に資する役割を果たしております。
また、任意の指名・報酬委員会の委員も務めております。

監査役 沖廣 克也 取締役会11／11回（100％）
監査役会10／10回（100％）

主に企業活動における幅広い知識と豊富な経験から、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及
び提言を適宜行っております。

監査役 植松 則行 取締役会11／11回（100％）
監査役会10／10回（100％）

主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を適
宜行っております。

(注)沖廣克也氏及び植松則行氏の２名は、2025年６月開催の第16回定時株主総会において、新たに選任
され、就任いたしましたので当事業年度の取締役会及び監査役会への出席回数は就任後の回数を記載
しております。
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4． 会計監査人の状況
（1） 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（2） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 44百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 73百万円
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監

査報酬の額を区分しておらず、実質的に区分できませんので、合計額を記載しております。
2.監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の
監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務執行状況を確認
し、当事業年度の監査計画及び報酬見積り額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会
社法第399条第１項の同意を行っております。

（3） 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号いずれかに該当したときは、監査役

全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報
告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたとき

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定
し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

5． 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につい

て、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
（1） 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体

制
① コーポレート・ガバナンス

a. 取締役会は、法令、定款、株主総会決議及び取締役会規程に従い、また、「ジオリー
ブグループ企業行動憲章」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締
役の職務執行を監督する。

b. 取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議並びに職
位・職務権限規程（決裁権限表を含む。）その他の社内規程に従い、当社の業務を執
行する。
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c. 代表取締役及び業務執行取締役は、３ヶ月に１回以上及び必要の都度、職務の執行状
況を取締役会に報告する。

d. 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役会規程及び監査役監査基準
に則り、内部監査部署、会計監査人及び社外取締役と連携して、取締役の職務執行の
適正性を監査する。

② コンプライアンス
a. 当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置付け、当社グループの全役職員

が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として「ジオリーブ
グループコンプライアンス行動基準」を定める。また、定期的に同基準の見直しを行
うとともに、コンプライアンス教育・研修の実施、コンプライアンス確認書の取得等
により当社グループの全役職員のコンプライアンスに対する啓蒙に努める。

b. リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンス体制の整備・
運用状況についてチェックを行い、必要に応じて取締役会等に助言・報告する。ま
た、法令上疑義のある行為等については当社グループの役職員が直接情報提供を行う
手段として、コンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。

③ 財務報告の適正性確保のための体制整備
当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の定めに従い、

財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必
要な是正を行う体制を整備し運用する。

④ 内部監査
内部監査室は、内部監査規程に基づき当社グループの業務全般に関し、法令、定款及び

社内規程の遵守状況、職務の執行手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実
施し、取締役及び監査役に対し、その結果を報告する。また、内部監査室は、内部監査に
より判明した指摘、提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施す
る。

（2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 情報の保存・管理

取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る重要な
情報が記載された文書（電磁的記録を含む。）を関連資料とともに、情報セキュリティ管
理規程、文書管理規程、その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理す
る。

② 情報の閲覧
取締役及び監査役は、いつでも前項の情報を閲覧することができる。
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（3） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、当社グループ全体のリスク管

理について定めるリスク管理規程に従い経済活動に潜在するリスクを信用リスク、情報シス
テムリスク、事務リスク、財務リスク、法務（コンプライアンス）リスク及び自然災害等の
各領域に類型化し、それぞれの主管部署を定め、リスクの類型毎に評価・特定並びにリスク
管理の方針・体制・手続き等を策定し、定期的に見直す。また、各主管部署は、内外の環境
変化に伴う新たなリスクの発生あるいは既存リスクの状況の変化を踏まえて、当該リスクを
定期的に評価、見直し、もしくは特定する。
リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項の検証と検討を行う

ことにより、当社グループ全体のリスク管理について指摘、要請を行い、各主管部署に対し
て適正な対処を求める。また、委員会を定期的に開催して、リスクに関する情報交換を行い
対策を講じるとともに、これらの管理体制の有効性につき定期的にレビューする。
なお、自然災害等の外部要因による危機的状況下における当社グループの全役職員の行動

基準及び具体的な対応については、事業継続計画（BCP）規程並びに災害マニュアルに定め
る。

（4） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
次の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。

① 定時取締役会を原則、毎月１回、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、法令、定款
及び取締役会規程に従い、重要事項について審議・決定を行い、また、取締役の業務の執
行状況の報告を受け、その監督等を行う。

② 経営効率の向上を図るため、経営会議を設け、重要事項の審議・決定及び取締役会に上
程する議案の事前審議を行う。

③ 取締役会で決議された年度計画（予算）について、その進捗状況について取締役会で管
理を行う。

④ 取締役及び使用人が適正かつ効率的な職務を行うために、組織・業務分掌規程及び職
位・職務権限規程（決裁権限表を含む。）等社内規程を整備し、各役職者の権限・責任の
明確化を図る。

（5） 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 子会社管理体制

a. 子会社を統括する部署としてグループ事業統括部を設置し、関係会社管理規程に基づ
き、子会社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、各子会社には原則として取締
役及び監査役を派遣して、業務の適正化を図る。

b. 子会社の重要事項の決定については、関係会社決裁権限表に基づき、当社の取締役会
もしくは経営会議にて審議し、決定する。
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c. 当社は、各子会社の社長が当社の関係する役員等に対して、当該子会社の営業成績、
財務状況、その他の重要情報について報告をするグループ会社の社長会議を定期的に
開催する。

② コンプライアンス
リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の整備につき子会社を指導

するとともに、子会社への教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底
に努める。

③ 内部監査
子会社の業務活動全般も、内部監査室による内部監査の対象とする。

（6） 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確
保に関する事項

① 監査役の職務補助
監査役は、職務を遂行するにあたり必要な場合は、内部監査室の所属員を補助者として

起用することができる。
② 監査役の職務補助者に対する指揮命令権限

監査役職務補助者が当該補助業務を実施するにあたっての当該職務補助者に対する指揮
命令権限は、監査役に専属するものとする。

（7） 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
関する体制

① 重要会議への出席
監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見

を述べることができる。また、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な申請書
類等については、監査役はいつでも閲覧できる。

② 取締役等の報告義務
取締役は、監査役の求めに応じて、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部

監査の状況等について、適時に監査役に対する報告を行うとともに、職務執行に関し重大
な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があ
ることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。

③ 使用人による報告
使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。
a. 当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
b. 重大な法令または定款の違反事実
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④ 子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者からの報告を受けた者（以下、
「子会社の役職員等」という。）からの報告

子会社の役職員等は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められ
たときは、速やかに適切な報告を行う。また、子会社の役職員等は、当社の監査役に対し
て、次に掲げる事項を直接報告することができる。
a. 当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実
b. 重大な法令または定款の違反事実

⑤ 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを

理由に不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。

（8） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 内部監査部署との連携

内部監査室は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するととも
に、定期的に会合を持ち、内部監査の結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交
換する等、密接な情報交換及び連携を図る。

② 子会社監査役との連携等
監査役は、監査役監査基準に基づき、子会社の監査役と密接な連携を保ち、効果的な監

査を実施するよう努める。また、監査役は、必要に応じて、子会社の取締役及び使用人か
ら業務の状況を聴取する。

③ 外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタ

ントその他の外部専門家を独自に起用することができる。
④ 監査役の職務執行について生ずる費用

当社は、監査役の職務執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、監査役の職務
執行に必要と想定される費用につき、予算を設ける。

（9） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切の関係を

持たず、不当な要求行為に対しては、反社会的勢力との関係遮断マニュアルに従い、毅然と
した態度で対応する。

2026年05月22日 15時29分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 38 ―

（10） 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当連結会計年度における「業務の適正を確保するための体制の運用状況」の概要は、以下

のとおりであります。
① 取締役の職務執行について

取締役会は13回開催され、法令、定款及びその他社内規程に基づき、経営に関する重
要事項の決定を行うほか、取締役の職務執行の適正性や効率性を高めるため、各取締役の
職務執行状況の報告や経営課題に関する議論等を行いました。また、当社と利害関係を有
しない社外取締役が取締役会の全てに出席し、適宜、有益な意見を述べております。な
お、経営会議は21回開催され、重要事項の審議・決定及び取締役会に上程する議案の事
前審議を行いました。

② 監査役の職務執行について
監査役は、監査役会で定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役、内部監査

室、会計監査人との間で意見交換等を実施いたしました。また、監査役全員が全ての取締
役会に出席したほか、常勤監査役３名（なお、2025年度６月26日開催の第16回定時株
主総会において１名増員しております。）は経営会議等の重要な会議に出席し、有益な意
見を述べております。

③ 内部監査の実施について
内部監査室は、監査役と協議の上内部監査計画を作成し、当社グループ各社の業務全般

に関し、法令、定款及び社内規程等の遵守状況や職務執行手続き等を対象とした内部監査
を実施し、取締役及び監査役に対し、その監査結果の報告を行いました。

④ リスク管理体制について
リスク・コンプライアンス委員会は４回開催され、当社グループのリスク・コンプライ

アンス体制の運用状況についてチェックを行ったほか、コンプライアンスチェックリスト
の提出を各部署に要請し、年２回取締役会にチェック結果の報告等を行いました。

⑤ 運用状況のレビューについて
業務の適正を確保するための体制の運用状況については、年１回取締役会においてレビ

ューを行っております。

6． 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており

ます。成長分野への戦略投資を引き続き実施し、持続的な成長を図り企業価値の最大化を目指
していくとともに、株主の皆様への最適な利益還元を実施してまいります。なお、安全な財務
基盤の維持に必要な内部留保の確保にも努めてまいります。
配当につきましては、安定的な配当の継続を維持しながら、業績及び財務状況並びに将来的

な経営環境を勘案し、連結配当性向40％を目安に配当を行うものとしております。
当期の剰余金の期末配当につきましては、当期業績を踏まえ、当初予想から１株当たり２円
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増配し、26円とさせていただく予定であります。当期の年間配当金は、１株につき50円とな
ります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額及び数量は、表示単位未満の端数を切り捨てております。比率については、

表示桁未満の端数がある場合は、これを四捨五入しております。

2026年05月22日 15時29分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 40 ―

連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 67,466 流 動 負 債 59,366
現 金 及 び 預 金 13,822 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 33,240
受取手形、売掛金及び契約資産 32,166 電 子 記 録 債 務 16,467
電 子 記 録 債 権 9,903 短 期 借 入 金 110
商 品 及 び 製 品 4,755 1年内返済予定長期借入金 2,126
販 売 用 不 動 産 2,430 未 払 法 人 税 等 504
未 成 工 事 支 出 金 1,222 賞 与 引 当 金 1,701
そ の 他 3,422 そ の 他 の 引 当 金 196
貸 倒 引 当 金 △256 そ の 他 5,019

固 定 資 産 28,490 固 定 負 債 11,591
有 形 固 定 資 産 21,352 長 期 借 入 金 7,456
建 物 及 び 構 築 物 8,518 繰 延 税 金 負 債 618
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 341 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 616
土 地 11,961 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,119
そ の 他 531 そ の 他 1,780
無 形 固 定 資 産 2,563
の れ ん 2,182 負 債 合 計 70,957
そ の 他 381 （純 資 産 の 部）
投資その他の資産 4,573 株 主 資 本 24,085
投 資 有 価 証 券 2,178 資 本 金 850
破 産 更 生 債 権 等 38 資 本 剰 余 金 286
退 職 給 付 に 係 る 資 産 471 利 益 剰 余 金 23,182
そ の 他 1,942 自 己 株 式 △233
貸 倒 引 当 金 △57 その他の包括利益累計額 837

その他有価証券評価差額金 662
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 21
退職給付に係る調整累計額 152

非 支 配 株 主 持 分 76
純 資 産 合 計 24,998

資 産 合 計 95,956 負 債 及 び 純 資 産 合 計 95,956
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連 結 損 益 計 算 書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 185,754
売 上 原 価 159,897

売 上 総 利 益 25,856
販 売 費及び一般管理費 23,740

営 業 利 益 2,115
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 89
仕 入 割 引 447
不 動 産 賃 貸 料 342
そ の 他 210 1,089

営 業 外 費 用
支 払 利 息 107
そ の 他 72 179
経 常 利 益 3,025

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 167
負 の の れ ん 発 生 益 117 285

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 126
固 定 資 産 除 却 損 135
減 損 損 失 61
投 資 有 価 証 券 評 価 損 24 348
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,962
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 873
法 人 税 等 調 整 額 △55 817
当 期 純 利 益 2,144
非支配株主に帰属する当期純利益 8
親会社株主に帰属する当期純利益 2,136
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連結株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 850 286 21,711 △233 22,614
暫定的な会計処理の
確 定 に よ る 影 響 額 △95 △95
暫定的な会計処理の確定を
反映した当期首残高 850 286 21,616 △233 22,519

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △570 △570
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 2,136 2,136

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 − − 1,566 △0 1,566

当 期 末 残 高 850 286 23,182 △233 24,085

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 547 16 50 613 74 23,302
暫定的な会計処理の
確 定 に よ る 影 響 額 △95
暫定的な会計処理の確定を
反映した当期首残高 547 16 50 613 74 23,206

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △570
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 2,136

自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 115 5 102 223 2 225

当 期 変 動 額 合 計 115 5 102 223 2 1,791
当 期 末 残 高 662 21 152 837 76 24,998
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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 24社

主要な連結子会社の名称
株式会社ジューテック、株式会社グリーンハウザー
当連結会計年度において、新たに株式を取得したことに伴い株式会社井桁藤、スミリンサッシセンター
株式会社及び同社の子会社２社を連結の範囲に含めております。

（2）主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

2．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

3．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社井桁藤、スミリンサッシセンター株式会社及び同社の子会社２社の決算日は

12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との
間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
株式会社丸西の決算日は８月31日であるため、２月28日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。なお、その他
の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4．会計方針に関する事項
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
（2）デリバティブの評価基準 時価法
（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
商品、製品 移動平均法
販売用不動産、未成工事支出金 個別法
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（4）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を
採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３〜50年

無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）

リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（5）重要な引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき引当金を
計上しております。

役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき引当金を計
上しております。

役員退職慰労引当金 役員及び執行役員の退任による退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。

（6）退職給付に係る会計処理の方法
（イ）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

（ロ）数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと
しております。

（ハ）小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
（7）重要な収益及び費用の計上基準

（イ）合板・建材・住宅設備機器等の販売
合板・建材・住宅設備機器等の販売については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、
合板・建材・住宅設備機器等の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したもの
については、他の当事者が提供する合板・建材・住宅設備機器等と交換に受け取る額から当該他の当
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事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
これらの販売については、建材販売店及び住宅会社等の顧客に合板・建材・住宅設備機器等を納品

した時点で支配が移転し、履行義務が充足されるものと判断しており、その時点で収益を認識してお
ります。なお、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

（ロ）工事契約
当社及び連結子会社では、工事契約の一部において、長期の契約を締結しております。当該契約に

ついては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づ
き収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想
される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度
を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見
込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、一定の期間
にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識しております。また、契約にお
ける取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約につ
いては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識しております。なお、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

（8）重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ取引に係る損益の認識については繰延ヘッジ処理によっております。

（9）のれんの償却方法及び償却期間
５年間で均等償却しております。

2026年05月22日 15時29分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 46 ―

５．連結貸借対照表に関する注記
（1）受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額

受取手形 2,013百万円
売掛金 28,716百万円
契約資産 1,436百万円

（2）担保資産及び担保付債務 担保資産
建物及び構築物 1,085百万円
土地 1,107百万円
投資有価証券 422百万円

計 2,615百万円
担保付債務
支払手形及び買掛金 754百万円
長期借入金(1年内返済予
定長期借入金を含む) 1,149百万円

計 1,904百万円
（3）有形固定資産の減価償却累計額 9,563百万円
（4）流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 2,194百万円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 13,767,052 ― ― 13,767,052

（2）自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 495,153 201 ― 495,354

（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 201株

（3）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2025年６月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 252 19 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年11月４日
取 締 役 会 普通株式 318 24 2025年９月30日 2025年11月28日
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（4）当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
決議

（予定） 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2026年６月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 345 26 2026年３月31日 2026年６月26日

７．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金を銀行借入により調達して
おります。営業債権の信用リスクについては、当社の審査法務部及び各社の営業部門が与信管理規程に従
い取引先それぞれの与信枠を設け管理するとともに、取引先の経営状況を定期的にモニタリングすること
により、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券は主として
業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格のない株式等以外のものについては定期的に時価や発
行体（取引先）の財務状況等を把握し、取引先との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しておりま
す。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、一部の

長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しておりま
す。また、商品輸出に係る外貨建売上債権、棚卸資産（商品）の購入に係る外貨建営業債務の一部に対
し、為替変動リスクを低減する目的でデリバティブ取引（先物為替予約取引）を利用しております。な
お、デリバティブ取引は、経理規程に基づき執行・管理しております。
流動性リスクについては、各社が、適時に資金計画を作成・更新する等により、手許流動性を維持し管

理しております。
（2）金融商品の時価等に関する事項

当社グループの保有する金融商品は、売掛金、受取手形、電子記録債権、買掛金、電子記録債務等の短
期で決済されるもの及びその他の金額的に重要性の低いものであることから、注記の記載を省略しており
ます。

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
当社グループの保有する金融商品は、売掛金、受取手形、電子記録債権、買掛金、電子記録債務等の短

期で決済されるもの及びその他の金額的に重要性の低いものであることから、注記の記載を省略しており
ます。

８．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社の一部の連結子会社は、東京都及びその他の地域において、賃貸商業施設または賃貸住宅（土地含
む）等を所有しております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価
3,700 10,663

(注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
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2.時価の算定方法
主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく金額、ただし、第三者

からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に
重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、
重要性が乏しいその他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指
標に基づいて自社で算定した金額であります。

９．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)
セグメント区分

合 計
住宅資材販売 その他

財またはサービスの種類別
合 板 10,364 ― 10,364
建 材 73,160 ― 73,160
住宅設備機器 45,711 ― 45,711
ＤＩＹ商品 (注) 5,798 ― 5,798
住宅資材販売その他 36,750 ― 36,750
その他 ― 13,968 13,968

顧客との契約から生じる収益 171,785 13,968 185,754
外部顧客への売上高 171,785 13,968 185,754

(注)ホームセンター等へ販売した合板、建材、住宅設備機器等が含まれております。
（2）収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 4.会計方針に関する事項 (7)重要な収益及び
費用の計上基準」に同一の内容を記載しております。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 36,507
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 40,633
契約資産（期首残高） 2,142
契約資産（期末残高） 1,436
契約負債（期首残高） 2,582
契約負債（期末残高） 2,194

契約資産は、主に、顧客との工事請負契約について期末日時点で完了しているが未請求の工事役務提
供等に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対す
る当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との工事請負契約から生じた債権に振り替え

2026年05月22日 15時29分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 49 ―

られます。当該工事役務提供等に関する対価は、顧客の工事検収完了に従い、工事請負契約で定められ
た請求の時期に請求し、工事請負契約で定められた回収の時期に受領しております。
契約負債は、主に、工事請負契約に定められた支払条件に基づき顧客から受け取った期間分の未成工

事受入金及び前受金に関するものであります。なお、契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,520百

万円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が減少した主な理由は、工事の進行及び完
成によるものであります。また、当連結会計年度において、契約負債が減少した主な理由は、工事の進
行及び完成による未成工事受入金の減少であります。
過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、

取引価格の変動）の金額に重要性はありません。
② 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用
し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当連結会計
年度末において未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、2,637百万円であります。当該履行義務
は、工事請負契約における工事役務提供に関するものであり、期末日後１年以内に約90％、残り約10
％が期末日後概ね２年以内に収益を認識されると見込んでおります。

１０．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,877円85銭
（2）１株当たり当期純利益 161円02銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎
連結損益計算書上の親会社株主に帰属
する当期純利益 2,136百万円
普通株主に帰属しない金額 ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益 2,136百万円
普通株式の期中平均株式数 13,271千株

１１．企業結合等に関する注記
(企業結合に係る暫定的な処理の確定)
2024年11月１日に行われたひらいホールディングス株式会社との企業結合について前連結会計年度に

おいて暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されております。
この結果、暫定的に算定されたのれんの金額571百万円は、会計処理の確定により207百万円減少し

364百万円となっております。また、前連結会計年度の連結損益計算書は、営業利益及び経常利益がそれ
ぞれ102百万円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益が95百万円減少しております。
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(取得による企業結合)
（1）企業結合等の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称：株式会社井桁藤、スミリンサッシセンター株式会社
事業の内容 ：住宅関連資材卸売、住宅用アルミサッシの加工販売等

② 企業結合を行った主な理由
今後、人口減少や少子高齢化を背景に住宅関連需要が減少していくことが予想される中、中部地方や

九州地方を中心に住宅関連資材卸売事業を営む株式会社井桁藤及びサッシの加工販売事業を営むスミリ
ンサッシセンター株式会社並びに同社の完全子会社である株式会社住協及び住協ウインテック株式会社
を当社グループに迎え入れ、住宅資材卸売事業の事業基盤強化及び引き続き需要の拡大が見込まれるサ
ッシ関連の事業強化を図り、更なる企業価値の向上を目指すことといたしました。

③ 企業結合日
2026年１月５日（みなし取得日2025年12月31日）

④ 企業結合の法的形式
株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率
100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

（2）連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
被取得企業の決算日は2025年12月31日でありますが、連結決算日との差異が３ヵ月を超えていないた

め、連結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用しております。
また、本企業結合のみなし取得日は2025年12月31日であることから、貸借対照表のみを連結し、連結

損益計算書には被取得企業の業績は含まれておりません。
（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 2,980百万円
取得原価 2,980百万円

（4）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 90百万円

（5）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

1,216百万円
なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

② 発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

③ 償却方法及び償却期間
５年間にわたる均等償却
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（6）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 8,393百万円
固定資産 3,341百万円
資産合計 11,734百万円
流動負債 8,903百万円
固定負債 1,067百万円
負債合計 9,971百万円

（7）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及
ぼす影響の概算額及びその算定方法

当該影響額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

１２．重要な後発事象に関する注記
(投資有価証券売却益)
当社は、2026年５月11日開催の取締役会において当社の子会社が保有する株式会社イーグランドの全

普通株式を、株式会社西武不動産が実施する公開買付けに応募することを決議いたしました。本公開買付
けが成立し全株式を譲渡した場合、当該売却により、翌連結会計年度において投資有価証券売却益732百
万円を特別利益に計上する見込みです。

１３．記載金額は、百万円未満を切り捨て表示しております。
比率については、表示桁未満の端数がある場合はこれを四捨五入しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 634 流 動 負 債 8,900
現 金 及 び 預 金 32 短 期 借 入 金 8,349
営 業 未 収 入 金 359 未 払 金 114
前 払 費 用 24 未 払 費 用 65
立 替 金 121 未 払 法 人 税 等 9
そ の 他 95 未 払 消 費 税 等 77

預 り 金 12
賞 与 引 当 金 169
役 員 賞 与 引 当 金 102

固 定 資 産 18,128 固 定 負 債 154
有 形 固 定 資 産 13 退 職 給 付 引 当 金 2
建 物 5 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 152
工 具、 器 具 及 び 備 品 8
無 形 固 定 資 産 14
ソ フ ト ウ ェ ア 12
そ の 他 1 負 債 合 計 9,055
投資その他の資産 18,099 （純 資 産 の 部）
投 資 有 価 証 券 190 株 主 資 本 9,707
関 係 会 社 株 式 17,753 資 本 金 850
繰 延 税 金 資 産 117 資 本 剰 余 金 3,220
そ の 他 37 資 本 準 備 金 294

そ の 他 資 本 剰 余 金 2,926
利 益 剰 余 金 5,868
そ の 他 利 益 剰 余 金 5,868
繰 越 利 益 剰 余 金 5,868

自 己 株 式 △231
純 資 産 合 計 9,707

資 産 合 計 18,762 負 債 及 び 純 資 産 合 計 18,762
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損 益 計 算 書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 5,217

営 業 費 用 2,028

営 業 利 益 3,189

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4

そ の 他 9 13

営 業 外 費 用

支 払 利 息 72

そ の 他 0 72

経 常 利 益 3,130

税 引 前 当 期 純 利 益 3,130

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △11

法 人 税 等 調 整 額 △11 △22

当 期 純 利 益 3,153
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株主資本等変動計算書
(2025年４月１日から2026年３月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 850 294 2,926 3,220 3,286 3,286 △231 7,125 7,125
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △570 △570 △570 △570
当 期 純 利 益 3,153 3,153 3,153 3,153
自己株式の取得 △0 △0 △0

当期変動額合計 ― ― ― ― 2,582 2,582 △0 2,582 2,582
当 期 末 残 高 850 294 2,926 3,220 5,868 5,868 △231 9,707 9,707
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない
株式等

移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用して
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８〜15年

無形固定資産 定額法
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）

（3）引当金の計上基準
賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき引当金を計

上しております。
役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき引当金を計上

しております。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金 役員の退任による退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結貸借対照表における会計処理の方法と

異なっております。
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２．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 3百万円
（2）関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 546百万円
短期金銭債務 8,388百万円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引高 営業収益 5,217百万円

営業費用 57百万円
営業取引以外の取引高 78百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 495,153 201 ― 495,354

（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 201株

５．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
賞与引当金 53百万円
退職給付引当金 0
役員退職慰労引当金 48
関係会社株式評価損 100
未払事業税 1
その他 48
繰延税金資産小計 252百万円
評価性引当額 △135
繰延税金資産合計 117百万円

（2）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関

する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又は
これらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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６．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種類 会社等の
名称 所在地

資本金または
出資金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
所有(被所有)
割合(%)

関係内容 取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼務等

事業上の
関係

子会社 ㈱ジューテック 東京都
港区 850

合板・建
材・住設
機器等の
販売

所有
直接
100.0

7名
経営指
導及び
業務の
受託

経営指導及び
業務の受託等

(注)1
1,672 営業未収入金 298

経費の
立替払い
(注)2

1,845 立替金 112

賃借料の支払
(注)3 50 − −

資金の借入
(注)4 5,892 短期借入金 8,349

資金の返済
(注)4 5,903

利息の支払
(注)4 72 未払費用 13

その他
の関係
会社

住友林業㈱
東京都
千代田
区

55,332

住宅・木
材建材・
建築・不
動産・資
源環境事
業等

被所有
直接3.1
間接27.2

− 資本業
務提携

子会社株
式の取得
(注)5

2,980 − −

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.経営指導及び業務の受託等の対価については、双方協議の上合理的に決定しております。

2.経費の立替払いは、支払業務の一部を当社が代行していることから発生しているものであります。なお、
この経費の立替払いについて、金利及び手数料の受取は行っておりません。

3.本社オフィスの賃借料の支払については、市場価格を勘案して価格を決定しております。
4.資金の借入及び利息の支払については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
5.子会社株式の取得については、第三者機関により算定された価格を勘案して決定しております。

７．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
当社は主に、持株会社として子会社から、グループの経営効率の向上を図るため間接業務を受託してサー

ビスを提供する等をしております。これについては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、
履行義務の充足に応じて収益を認識しております。

８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 731円42銭
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（2）１株当たり当期純利益 237円58銭
１株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 3,153百万円
普通株主に帰属しない金額 −百万円
普通株式に係る当期純利益 3,153百万円
普通株式の期中平均株式数 13,271千株

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

１０．記載金額は、百万円未満を切り捨て表示しております。
比率については、表示桁未満の端数がある場合はこれを四捨五入しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月18日
ジオリーブグループ株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 指 亮 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桒 原 真 郷

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ジオリーブグループ株式会社の

2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、ジオリーブグループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影
響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月18日
ジオリーブグループ株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 指 亮 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桒 原 真 郷

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジオリーブグループ株式会

社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響
度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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監査役会監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第17期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社に
おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査
役3名及び当社の使用人等が分担して監査役を兼務し、同社の取締役会等において取
締役等との意思疎通及び情報の交換を図り、事業及び財産の状況の報告を受けまし
た。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確
保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（企業会計審議会）及び「監査法人の組織的な運営に関する原則
（監査法人のガバナンスコード）」（金融庁）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日

ジオリーブグループ株式会社 監査役会
常勤監査役 黒 澤 隆 雄 ㊞
常勤監査役 後 藤 昌 也 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 沖 廣 克 也 ㊞
社外監査役 植 松 則 行 ㊞

以 上
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東京都港区新橋六丁目３番４号
当社８階会議室
電話（03）4582−3380

株主総会
会場ご案内図

会 場 Googleマップ
でのご確認は
こちら

会場外観 会場入り口

■ ＪＲ、都営地下鉄浅草線、東京メ
トロ銀座線、新交通ゆりかもめ

「新橋駅」より徒歩10分

■ 都営地下鉄大江戸線・浅草線

「大門駅」より徒歩10分

■ 都営地下鉄三田線

「御成門駅」より徒歩４分

※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

株主総会当日にご出席の株主様へのお土産はご用意いたしておりません。
何卒ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。
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